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一 

今
般
の
判
決
を
踏
ま
え
て
、
臓
器
提
供
承
諾
書
の
書
式
を
変
更
し
、
患
者
の
心
臓
停
止
前
の
臓
器
摘
出
手
術
に
関
連
し
た

措
置
を
明
確
に
含
ん
だ
内
容
の
同
意
書
に
な
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

本
年
五
月
の
関
西
医
科
大
学
に
お
け
る
腎
臓
移
植
訴
訟
大
阪
地
方
裁
判
所
判
決
で
は
、
「
本
人
の
同
意
の
な
い
移
植
の
準
備

措
置
は
違
法
」
と
判
示
さ
れ
た
が
、
日
本
移
植
学
会
が
判
決
を
批
判
す
る
声
明
を
発
表
す
る
な
ど
、
患
者
の
人
権
を
軽
視
す
る

よ
う
な
対
応
が
続
い
て
い
る
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。 

二 

内
閣
参
質
一
四
〇
第
八
号
の
質
問
主
意
書
へ
の
答
弁
書
で
は
、
「
カ
テ
ー
テ
ル
挿
入
措
置
は
、
検
査
等
を
目
的
と
し
て
一

般
の
患
者
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
患
者
の
身
体
へ
の
侵
襲
性
が
極
あ
て
軽
微
で
あ
り
、
腎
臓
移
植
を
医
学
的
に

適
正
に
実
施
す
る
上
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
処
置
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
と
あ
る
。 

し
か
し
、
心
臓
停
止
前
の
術
前
の
関
連
措
置
は
、
患
者
の
治
療
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
そ
の
措
置
を
判
決
の
示
し
た
患
者

本
人
の
同
意
で
は
な
く
、
家
族
の
同
意
で
行
っ
て
良
い
と
す
る
根
拠
は
何
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
社
会
的
合
意
が
存
在
す

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
是
認
す
る
根
拠
を
明
示
せ
よ
。 

移
植
医
療
の
透
明
で
適
正
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
以
下
質
問
す
る
。 
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四 

厚
生
省
の
資
料
で
は
、
腎
臓
の
摘
出
に
際
し
術
前
措
置
と
し
て
心
臓
停
止
前
に
還
流
液
を
注
入
す
る
行
為
は
、
平
成
七
年

四
月
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
発
足
以
降
直
近
ま
で
に
行
っ
て
い
な
い
と
の
回
答
だ
が
、
本
当
に
そ
の
よ
う
な
事
例
が
な
い
か
、
確

認
す
る
。 

三 

今
般
変
更
さ
れ
た
臓
器
提
供
承
諾
書
で
は
、
ヘ
パ
リ
ン
の
注
入
も
家
族
の
同
意
の
中
に
含
ん
で
い
る
が
、
ヘ
パ
リ
ン
注
入

は
時
に
重
篤
な
副
作
用
が
発
生
す
る
、
と
の
報
告
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

（
二
） 

（
一
）
の
よ
う
な
副
作
用
が
、
臓
器
提
供
の
術
前
措
置
の
ヘ
パ
リ
ン
注
入
で
起
こ
っ
た
例
は
、
平
成
七
年
四
月
の

日
本
腎
臓
移
植
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
以
下
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
発
足
以
降
直
近
ま
で
で
あ
る
か
。 

（
一
） 

一
般
に
人
体
に
多
量
の
ヘ
パ
リ
ン
注
入
を
行
っ
た
場
合
、
現
在
の
医
学
的
知
見
で
は
ど
の
よ
う
な
副
作
用
が
考
え

ら
れ
る
か
。
複
数
の
文
献
等
を
示
し
て
明
ら
か
に
せ
よ
。 

（
二
） 
腎
臓
摘
出
に
際
し
心
臓
停
止
前
の
カ
テ
ー
テ
ル
挿
入
行
為
を
、
医
学
的
に
適
正
に
実
施
す
る
上
で
「
必
要
」
と
考

え
る
そ
の
根
拠
を
適
用
法
令
、
文
献
等
を
根
拠
に
示
せ
。 

（
一
） 

カ
テ
ー
テ
ル
挿
入
行
為
が
、
一
般
に
患
者
へ
の
侵
襲
性
が
極
め
て
軽
微
と
す
る
、
医
学
的
知
見
の
根
拠
を
複
数
の

文
献
等
か
ら
引
用
し
て
示
せ
。 

四 

 



 

 

五 

五 

平
成
九
年
一
月
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
臓
器
提
供
承
諾
書
の
統
一
書
式
を
決
め
、
「
献
腎
に
つ
い
て
ご
家
族
の
皆
様
方
に

ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
こ
と
」
と
い
う
文
書
を
作
成
す
る
以
前
に
は
、
臓
器
提
供
の
医
療
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
に
承
諾
書
を
作

成
し
、
同
意
を
得
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
立
後
で
あ
っ
て
も
、
平
成
九
年
一
月
以
前
に
は
、
カ
テ
ー
テ
ル
挿
入
等
の
術
前
措
置
に
関
し

て
の
同
意
は
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
で
良
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


